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問 

建
設
事
業
課 
管
理
鉱
害
係 

☎
６
５
・
３
３
３
０

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
の
一
部
を
補
助

　

桂
川
町
で
は
、
地
震
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊

に
よ
る
被
害
防
止
や
、
避
難
路
を
確
保
す
る
た
め
、
危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う
場
合
に
、
撤
去
費

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
の
所
有
者

【
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
】

① 

町
内
の
道
路
に
面
し
た
道
路
か
ら
の
高
さ
が
１

　
　
　

ｍ
以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

② 

補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
組
積
造
（
れ

　

 

ん
が
造
、
石
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
等
）

　

 

の
塀
お
よ
び
門
柱
で
あ
る
こ
と

③ 

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
調
査
を
行
い
、
町
で
定
め
た
ブ

    

ロ
ッ
ク
塀
等
の
診
断
カ
ル
テ
の
点
数
が
40
点
未
満

　

 

の
も
の

【
補
助
金
額
】

　

撤
去
費
用
の
３
分
の
２
（
上
限
16
万
円
）

　

※
補
助
は
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
で
受
付

【
注
意
事
項
】

　

○
補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
、
町
と
の
事
前
協
議
が

　

必
要
で
す
。

　

○
補
助
金
を
申
請
す
る
場
合
は
、
工
事
の
契
約
や
着

　

工
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
の
一
部
を
補
助

補助金

問 

建
設
事
業
課 

管
理
鉱
害
係 

☎
６
５
・
３
３
３
０

そ
の
空
き
家

放
置
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

桂
川
町
で
は
、
老
朽
家
屋
等
の
解
体
費
の
一
部
を
補
助

す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
老
朽
家
屋
等
の
所
有
者

【
対
象
と
な
る
老
朽
家
屋
等
】

① 

周
辺
の
住
環
境
を
悪
化
さ
せ
放
置
さ
れ
て
い
る
木
造

も
し
く
は
軽
量
鉄
骨
造
の
建
築
物
ま
た
は
そ
の
部
分

② 

住
宅
の
不
良
度
判
定
基
準
が
1
０
０
点
以
上
の
も
の 

【
補
助
金
額
】

　

解
体
費
用
の
２
分
の
１
（
上
限
50
万
円
）

　

※
補
助
は
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
で
受
付

【
注
意
事
項
】

　

○
補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
、
町
と
の
事
前
協
議
が
必

　

要
で
す
。

　

○
補
助
金
を
申
請
す
る
場
合
は
、
工
事
の
契
約
や
着
工

　

前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

空
き
家
解
体
費
の
一
部
を
補
助

補助金

問 

企
画
財
政
課 

企
画
広
報
係 

☎
６
５
・
１
０
８
５

結
婚
新
生
活
を
始
め
る
た
め
の

費
用
を
助
成
し
ま
す

桂
川
町
結
婚
新
生
活
支
援
事
業

補助金
　

桂
川
町
で
は
、
新
婚
世
帯
の
新
居
の
取
得
費
用
、
家

賃
、
引
越
し
費
用
、
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
に
つ
い
て
、
1

世
帯
あ
た
り
最
大
で
30
万
円
を
補
助
し
ま
す
。（
夫
婦
と

も
に
29
歳
以
下
は
最
大
60
万
円
）

【
対
象
】

　

① 

令
和
8
年
1
月
1
日
～
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で

　
　

 

の
間
に
婚
姻
届
を
提
出
し
、
受
理
さ
れ
る
こ
と

　

② 

夫
婦
が
と
も
に
桂
川
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
お

り
、
夫
婦
の
双
方
又
は
一
方
が
新
居
に
住
民
票

を
移
し
て
い
る
こ
と

　

③ 

申
請
日
か
ら
2
年
以
上
継
続
し
て
居
住
す
る
意
思

　
　

 

が
あ
る
こ
と

　

④ 

夫
婦
と
も
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39
歳
以
下

　
　

 

で
あ
る
こ
と

　

⑤ 

夫
婦
の
所
得
の
合
計
額
が
5
０
０
万
円
未
満
で
あ

　
　

 

る
こ
と

　

⑥ 

過
去
に
こ
の
制
度
に
基
づ
く
補
助
金
等
を
受
け
た 

　
　

 

こ
と
が
な
い
こ
と

　

※
そ
の
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
期
間
】
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で

【
助
成
額
】
1
世
帯
当
た
り
上
限
30
万
円
（
た
だ
し
夫
婦

　

と
も
に
29
歳
以
下
は
上
限
60
万
円
）

　

※
こ
の
事
業
に
該
当
し
な
い
新
婚
世
帯
の
方
で
も
、

　
　
「
桂
川
町
結
婚
祝
金
支
給
事
業
」
に
該
当
す
る
場
合

　
　

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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